
 

 

 

 

 

 

  

 

通信 

いずみがおか 令和７年６月２日 

文責 福田信一郎 

６月は心のきずなを深めよう月間 

チ

ーム泉ヶ丘

６月の泉ヶ丘小学校の教育活動 

６月は人権について理解を深め、心のきずなを深め、いじめをなくす取り組みを強化する月間

です。 

いじめは、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為です。いじめ

は「どの学校・学級でも起こりうるもの」、「どの子どもも被害者にも加害者にもなりうるもの」と

いう基本認識に立ち、すべての子どもが安全で安心に学校生活を送る中で、様々な活動に意欲

的に取り組み、一人一人の個性や能力を十分に伸ばすことができるように、教職員が日頃から

ささいな兆候も見逃さないように努め、学校全体で組織的に対応していかなければなりません。 

そのために教職員は、毎年、人権教育の研修を繰り返し受けて、人権感覚を磨いています。そ

して、子どもたちの人権意識やいじめ根絶の意識を高めるために、人権学習の授業や取り組み

を行っています。また、すべての教育活動は人権教育を基盤としていることを意識しながら、行

っています。そして、子どもたちの言動は、取り巻く環境に左右されやすい 

ので教師は普段の言動から気を付けなければならないと肝に銘じています。 

 そこで、保護者の皆様にお願いしたいことは、お子様の様子を見守る中 

で気になる様子があった時には、担任等にご相談いただき、共働して支援 

できますようにお願いいたします。チーム泉ヶ丘として学校とご家庭で、よ 

りよい教育環境をつくりあげていきましょう。 

よ

りそう学校

す

ごし
やすい学校

〇いじめ根絶月間の取り

組みを行い、人権集会、

人権授業、人権標語つく

りを行い、人権について

児童理解を深めます。 

〇心肺蘇生法講習を外

部指導者を招いて行い、

水泳学習で、児童が安心

安全に過ごせるように、

教職員の技能を高めま

す。 

〇きずなアンケートを行

い、悩みがある子どもが

いないか把握し、悩みが

ある子どもへは早期対

応することで子どもの心

に寄り添います 

〇耳鼻科検診、内科検

診を行い、子どもたちの

健康状態を把握し、心

身の健康を守ります。 

〇いじめ防止等対策委

員会を行い、学校、地

域、保護者の力を結集し

て、いじめや差別のない

学校つくりをします。 

〇緊急引き渡し訓練を

行い、保護者の皆様と

学校の連携を強化し、非

常事態にも児童の安全

を守る体制をつくります。 
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